
単品スライド条項　実施フロー

○減額時の実施フロー

単品スライドの請求
協議開始日の決定

様式－１１

別紙９（概算額）

協議開始
（原則工期の日の45日前）

様式－１２

別紙９

スライド額の決定
（承諾） １４日以内

様式－１３

スライド額の不承諾・協議
（不承諾）

様式－１３

別紙６

別紙７

原則

（スライド額の通知） ２ヶ月以上

様式－１４ 原則

別紙９ ４５日間

下請代金支払い状況報告

様式－８

変更契約

別紙９

別紙８－１，２，３

（工期末）

受　注　者

下請代金支払状況の報告

変更契約締結

発　注　者

スライド額の再算定

単品スライドの請求
スライド協議開始日の通知

スライド額の算定

請負代金額変更の請求

請求に対する回答

スライド額の通知


